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ついて 

議案第 60 号 浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例について 

議案第 61 号 浜田市駐輪場条例を廃止する条例について 

議案第 62 号 浜田市やすらぎの家条例の一部を改正する条例について 
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議案第 70 号 指定管理者の指定について（浜田市金城総合運動公園） 

議案第 71 号 指定管理者の指定について（浜田市今福スポーツ広場施設） 

議案第 72 号 指定管理者の指定について（浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

議案第 73 号 指定管理者の指定について（浜田市三隅中央公園及び田の浦公

園運動施設） 

議案第 74 号 指定管理者の指定について（浜田市岡見スポーツセンター） 

議案第 75 号 指定管理者の指定について（ラ・ペアーレ浜田） 
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同意第 12 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

報 告 

報告第 14 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 15 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 16 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 
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議案第 59 号 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市職員の育児休業等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 46 号）の

一部を次のように改正する。 

第 2 条第 3 号ア（イ）中「第 2 条の 3 第 3 号において」を「以下」に改め、

「いう。）」の次に「（第 2 条の 4 の規定に該当する場合にあっては、2 歳に達

する日）」を加える。 

第 2 条の 3 第 2 号中「この条」の次に「及び次条」を加え、「国等育児休

業」を「地方等育児休業」に改め、同条第 3 号中「国等育児休業」を「地方

等育児休業」に改める。 

第 2 条の 4 を第 2 条の 5 とし、第 2 条の 3 の次に次の 1 条を加える。 

（育児休業法第 2 条第 1 項の条例で定める場合） 

第 2 条の 4 育児休業法第 2 条第 1 項の条例で定める場合は、1 歳 6 月から 2

歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の 1 歳 6 月到達

日の翌日（当該子の 1 歳 6 月到達日後の期間においてこの条の規定に該当

してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

⑴ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳 6 月到達日において

育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 1 歳 6

月到達日において地方等育児休業をしている場合 

⑵ 当該子の 1 歳 6 月到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合

に該当する場合 

第 3 条第 6 号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児

童福祉法第 39 条第 1 項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第

6 項に規定する認定こども園又は児童福祉法第 24 条第 2 項に規定する家庭的

保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を希望し、申込

みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、同条第 7 号中

「こと」の次に「又は第 2 条の 4 の規定に該当すること」を加える。 

第 4 条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等
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における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行わ

れないこと」を加える。 

第 11 条第 7 号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子に

ついて保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないこと」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 60 号 

 

浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例 

 

浜田市有料駐車場条例（平成 27 年浜田市条例第 32 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 2 条の表浜田市駅前駐車場の項を削る。 

別表駅前駐車場の項を削る。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。 
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議案第 61 号 

 

浜田市駐輪場条例を廃止する条例について 

 

浜田市駐輪場条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市駐輪場条例を廃止する条例 

 

浜田市駐輪場条例（平成 17 年浜田市条例第 75 号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。 
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議案第 62 号 

 

浜田市やすらぎの家条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市やすらぎの家条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市やすらぎの家条例の一部を改正する条例 

 

浜田市やすらぎの家条例（平成 18 年浜田市条例第 54 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 2 条の表浜田市やさかやすらぎの家の項を削る。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 63 号 

 

浜田市農村広場施設条例を廃止する条例について 

 

浜田市農村広場施設条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市農村広場施設条例を廃止する条例 

 

浜田市農村広場施設条例（平成 17 年浜田市条例第 267 号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 64 号 

 

浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例 

 

浜田市工場誘致条例（平成 17 年浜田市条例第 209 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 2 条第 2 号を次のように改める。 

⑵ 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号。以下「地域未来投資促進法」

という。）第 4 条第 2 項第 1 号の促進区域をいう。 

第 2 条第 6 号を削る。 

第 5 条第 2 項を次のように改める。 

2  市長は、地方税法第 6 条第 1 項の規定により、促進区域内において地域

未来投資促進法第 14 条第 2 項の承認地域経済牽
けん

引事業計画に従って地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 25

条の地方公共団体等を定める省令（平成 19 年総務省令第 94 号）第 2 条の

対象施設（以下「対象施設」という。）を地域未来投資促進法第 4 条第 6

項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の

日（以下「同意日」という。）から起算して 5 年内に設置した地域未来投

資促進法第 14 条第 1 項の承認地域経済牽引事業者について、その対象施

設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に限

るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地である土地

（同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の

日の翌日から起算して 1 年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築

物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対する固定資

産税の課税を免除することができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 65 号 

 

浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市営地域定住住宅条例（平成 18 年浜田市条例第 31 号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第 1 城北住宅 2 号棟及び城北住宅 3 号棟の項を削る。 

別表第 2 城北住宅 2 号棟及び城北住宅 3 号棟の項を削る。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。 
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議案第 66 号 

 

浜田市水道給水条例の制定について 

 

浜田市水道給水条例を次のように定める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市水道給水条例 

 

浜田市水道給水条例（平成 17 年浜田市条例第 266 号）の全部を改正する。 

目次 

第 1 章 総則（第 1 条―第 4 条） 

第 2 章 給水装置の工事及び費用（第 5 条―第 12 条） 

第 3 章 給水（第 13 条―第 25 条） 

第 4 章 料金、加入金及び手数料（第 26 条―第 35 条） 

第 5 章 管理（第 36 条―第 39 条） 

第 6 章 貯水槽水道（第 40 条・第 41 条） 

第 7 章 雑則（第 42 条―第 44 条） 

第 8 章 罰則（第 45 条・第 46 条） 

第 1 章 総則 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、浜田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工

事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために

水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）の施設し

た配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を

いう。 

（給水区域） 

第 3 条 浜田市水道事業の給水区域は、浜田市水道事業の設置等に関する条

例（平成 17 年浜田市条例第 260 号）第 2 条第 2 項に定める区域とする。 

（給水装置の種類） 

第 4 条 給水装置の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 専用給水装置 1 戸又は 1 箇所で専用するもの 

⑵ 共用給水装置 2 戸以上又は 2 箇所以上で共用するもの 

⑶ 私設消火栓 消防用に使用するもの 

第 2 章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置の新設等の申込み） 

第 5 条 給水装置の新設、改造、修繕（水道法（昭和 32 年法律第 177 号。以

下「法」という。）第 16 条の 2 第 3 項ただし書の厚生労働省令で定める給
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水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去をしようとする者は、あらかじめ

管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

2  前項の申込みに当たり管理者が必要があると認めたときは、当該工事に

関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。 

（新設等の費用負担） 

第 6 条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装

置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が

必要があると認めたときは、市がその費用を負担することができる。 

（工事の施行） 

第 7 条 第 5 条第 1 項の申込みに係る工事（以下「給水装置工事」という。）

は、管理者又は管理者が法第 16 条の 2 第 1 項の規定により指定をした者

（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。 

2  前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する

ときは、あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、

かつ、給水装置工事のしゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。 

3  指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。 

（給水管及び給水用具の指定等） 

第 8 条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水

装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると

認めたときは、配水管への取付口から水道メーター（以下「メーター」と

いう。）までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具につい

て、その構造及び材質を指定することができる。 

2  管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付け

る工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他

の工事上の条件を指示することができる。 

3  第 1 項の規定による指定の権限は、法第 16 条の規定に基づく給水契約の

申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（工事費の算出方法） 

第 9 条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計

額に 100 分の 108 を乗じて得た額とする。 

⑴ 直接工事費 

⑵ 間接工事費 

⑶ 一般管理費 
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2  前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費

用を加算する。 

3  前 2 項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定

める。 

（工事費の予納等） 

第 10 条 管理者に給水装置工事を申し込む者（以下「工事申込者」という。）

は、設計により算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければ

ならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事につい

ては、この限りでない。 

2  前項の給水装置工事の工事費の概算額は、給水装置工事のしゅん工後に

精算する。 

3  管理者は、給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しな

いときは、その給水装置工事に係る給水装置を撤去することができる。 

4  工事申込者は、前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損

害があるときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。 

（給水装置の変更等の工事） 

第 11 条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更

等を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなく

ても、当該工事を施行することができる。 

2  前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。た

だし、管理者が必要があると認めたときは、市がその費用を負担すること

ができる。 

（第三者の異議についての責任） 

第 12 条 給水装置工事の施行に関し、利害関係者その他の者から異議がある

ときは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の責任とする。 

第 3 章 給水 

（給水の原則） 

第 13 条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事

情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又

は停止することはない。 

2  給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め

て、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限

りでない。 

3  給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責
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めを負わない。 

（給水契約の申込み） 

第 14 条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あら

かじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

（代理人の選定） 

第 15 条 給水装置の所有者は、管理者が必要があると認めたときは、この条

例に定める事項を処理させるため、代理人を選定し、管理者に届け出なけ

ればならない。 

2  管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させるこ

とができる。 

（管理人の選定） 

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処

理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。 

⑴ 給水装置を共有する者 

⑵ 給水装置を共用する者 

⑶ その他管理者が必要と認めた者 

2  管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させるこ

とができる。 

（メーターの設置） 

第 17 条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必

要がないと認めたときは、この限りでない。 

2  メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。 

3  前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、貯

水槽以下の装置にメーターを設置することができる。 

（メーターの貸与及び保管） 

第 18 条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人、給水装置

の所有者又は代理人（以下「水道使用者等」という。）に保管させる。 

2  水道使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならな

い。 

3  水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを

亡失し、又はき損したときは、管理者に損害を賠償しなければならない。 

（メーターの機能検査） 

第 19 条 水道使用者等は、メーターの機能に関して疑いがあるときは、管理

者に検査を請求することができる。 
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2  管理者は、前項の検査の結果、誤差が 100 分の 4 未満のときは、使用水

量の訂正をしない。 

（給水装置及び水質の検査） 

第 20 条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等

から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求をした者に通

知する。 

2  前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収す

る。 

（届出） 

第 21 条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め管理者に届け出なければならない。 

⑴ 水道の使用をやめるとき。ただし、共用給水装置の場合は、管理人の

同意を要する。 

⑵ メーターの口径又は給水装置の用途を変更するとき。 

⑶ 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。 

2  水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理

者に届け出なければならない。  

⑴ 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 

⑵ 給水装置の所有者に変更があったとき。 

⑶ 消防用として水道を使用したとき。 

⑷ 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があ

ったとき。 

（私設消火栓の使用） 

第 22 条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならな

い。 

（水道使用者等の管理上の責任） 

第 23 条 水道使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し、又は漏水しない

よう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なけれ

ばならない。 

2  前項に規定する場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要

する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めた

ときは、この限りでない。 

3  第 1 項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者

等の責任とする。 
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（同居人等の行為に対する責任） 

第 24 条 水道の使用者は、その家族、同居人、使用人その他使用を認めた者

の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。 

（災害等の場合における臨時使用） 

第 25 条 災害その他公益上管理者が必要があると認めたときは、給水装置及

びその附属施設を臨時に他の者に使用させることができる。この場合にお

いて、水道使用者等は、これを拒むことができない。 

第 4 章 料金、加入金及び手数料 

（料金の支払義務） 

第 26 条 水道料金（以下「料金」という。）は、水道の使用者から徴収する。 

2  共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責

任を負うものとする。 

（料金） 

第 27 条 料金は、次に掲げる基本料金と従量料金との合計額（その額に 1

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 基本料金（1 月につき） 

メーターの口径 金額 

13 ミリメートル 907.2 円 

20 ミリメートル 972 円 

25 ミリメートル 1,404 円 

30 ミリメートル 1,404 円 

40 ミリメートル 3,348 円 

50 ミリメートル 6,696 円 

75 ミリメートル 9,936 円 

100 ミリメートル 33,696 円 

150 ミリメートル 38,556 円 

⑵ 従量料金（1 立方メートルにつき） 

使用水量 金額 

10 立方メートルまでの分 91.8 円 

10 立方メートルを超え 20 立方メートルまでの分 162 円 

20 立方メートルを超え 50 立方メートルまでの分 199.8 円 

50 立方メートルを超え 500 立方メートルまでの分 237.6 円 

500 立方メートルを超え 1,000 立方メートルまでの分 221.4 円 
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1,000 立方メートル超える分 205.2 円 

2  前項の規定にかかわらず、工事、興行その他の臨時的使用に供するもの

（以下「臨時用」という。）、船舶の給水の用に供するもの（以下「船舶用」

という。）及び私設消火栓（消防の演習に使用する場合に限る。）の料金は、

次に掲げる額により算定した額（その額に 1 円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 臨時用 1 立方メートルにつき 529.2 円 

⑵ 船舶用 1 立方メートルにつき 529.2 円。ただし、外国船舶の給水の

用に供するものは、1 立方メートルにつき 490 円 

⑶ 私設消火栓 1 箇所 1 回につき 280.8 円。ただし、管理者が認めた場

合は、この限りでない。 

（料金の算定） 

第 28 条 料金は、2 月ごとに、あらかじめ管理者が定めたメーター点検日（以

下「点検日」という。）に使用水量を計量し、その使用水量を各月均等に

使用したものとみなして算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由が

あると認めたときは、点検日以外の日に使用水量を計量することができる。 

2  共用給水装置の場合の料金は、口径 13 ミリメートルのメーターが各戸に

設置され、かつ、各戸の使用水量を均等とみなして、各戸ごとに算定する。

ただし、管理者が認めるメーターを設置している者の料金は、その指示数

によって算定することができる。 

（使用水量の認定） 

第 29 条 メーターの破損その他の原因により使用水量が不明確なときは、前

6 月の使用水量等を参酌して管理者がこれを認定する。 

2  メーターの口径その他料金の算定に係る届出が事実と相違するときは、

管理者が使用水量を認定する。 

（特別の場合における料金の算定） 

第 30 条 点検日の翌日から次の点検日までの中途において水道の使用を開

始し、又はやめたときの基本料金は、次のとおりとする。 

⑴ 使用期間が 1 月以内のときは、1 月とみなして算定する。 

⑵ 使用期間が 1 月を超え 2 月に満たないときは、2 月とみなして算定す

る。 

2  点検日の翌日から次の点検日までの中途においてメーターの口径に変更

があったときの基本料金は、その使用日数の多い方の口径（使用日数が等

しいときは、変更後の口径）により算定する。 
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（料金の徴収方法） 

第 31 条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により 2 月分

をまとめて点検日の翌月の末日までに徴収する。ただし、管理者が必要と

認めたときは、この限りでない。 

2  水道の使用をやめたとき、又は臨時用、船舶用若しくは私設消火栓の料

金は、前項の規定にかかわらず随時にこれを徴収する。 

（加入金） 

第 32 条 給水装置の新設又は改造（メーターの口径を増す場合に限る。以下

この項において同じ。）をしようとする者は、次の表に掲げる額を加入金

として納付しなければならない。この場合において、給水装置の改造に係

る加入金の額は、改造後の口径に係る加入金と改造前の口径に係る加入金

の差額とする。 

メーターの口径 金額 

13 ミリメートル 72,900 円 

20 ミリメートル 123,930 円 

25 ミリメートル 218,700 円 

40 ミリメートル 656,100 円 

50 ミリメートル 1,239,300 円 

75 ミリメートル 3,353,400 円 

100 ミリメートル 6,998,400 円 

150 ミリメートル 19,245,600 円 

2  前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の申込みの際に納付しなけれ

ばならない。 

3  既に納付した加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認め

たときは、この限りでない。 

（手数料） 

第 33 条 手数料は、次に掲げる区分により、申込みをする者から申込みの際、

これを徴収する。 

⑴ 第 7 条第 1 項の指定をするとき 1 件につき 1 万円 

⑵ 第 7 条第 2 項の設計審査をするとき 1 給水装置につき 1,000 円 

⑶ 第 7 条第 2 項の検査をするとき 1 給水装置につき 2,000 円 

⑷ 管理者が給水装置工事の設計をするとき 実費相当額 

（料金等の減免） 
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第 34 条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条

例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を

減額し、又は免除することができる。 

（督促及び督促手数料） 

第 35 条 管理者は、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、

手数料その他の費用を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後

20 日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に

指定する期限は、発行の日から 15 日以内とする。 

2  前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状 1 通について

200 円の督促手数料を徴収する。 

第 5 章 管理 

（給水装置の検査等） 

第 36 条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検

査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第 37 条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道

法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第 5 条に規定する給水装置の構造及

び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、

又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する

給水を停止することができる。 

2  管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置

工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給

水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

ただし、法第 16 条の 2 第 3 項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置

の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に

適合していることを確認したときは、この限りでない。 

（給水の停止） 

第 38 条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に

対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。 

⑴ 水道使用者等が第 10 条の工事費、第 23 条第 2 項に規定する修繕費、

第 27 条の料金、第 32 条の加入金又は第 33 条の手数料を指定期限内に

納入しないとき。 

⑵ 水道使用者等が正当な理由なく第 28 条第 1 項の規定による使用水量

の計量又は第 36 条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたと
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き。 

⑶ 水道使用者等が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡し

て使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。 

⑷ 水道使用者等が前 3 号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に

基づく規程に違反したとき。 

（給水装置の切離し） 

第 39 条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必

要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。 

⑴ 給水の停止中みだりに止水栓若しくは仕切弁を開き、又は封かんを破

棄したとき。 

⑵ 給水装置の所有者が 60 日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用

者がないとき。 

⑶ 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認め

たとき。 

第 6 章 貯水槽水道 

（管理者の責務） 

第 40 条 管理者は、貯水槽水道（法第 14 条第 2 項第 5 号に規定する貯水槽

水道をいう。以下同じ。）の管理に関し必要があると認めたときは、貯水

槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。 

2  管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情

報を提供するものとする。 

（設置者の責務） 

第 41 条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第 3 条第 7 項に規定する簡易専

用水道をいう。次項において同じ。）の設置者は、法第 34 条の 2 の定める

ところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する

検査を受けなければならない。 

2  簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、

当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努

めなければならない。 

第 7 章 雑則 

（工事負担金） 

第 42 条 管理者は、住宅団地の造成等により配水管の施設を必要とするとき

は、当該造成等をする者から管理者が別に定める額を工事負担金として徴

収することができる。 
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2  前項の工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がやむ

を得ないと認めたときは、この限りでない。 

（破損に対する損害賠償） 

第 43 条 工事等により導水管、送水管、配水管若しくは給水装置又は電気通

信等ケーブル類を破損した者は、管理者が別に定めるところにより、損害

を賠償しなければならない。 

（その他） 

第 44 条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

第 8 章 罰則 

（過料） 

第 45 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5 万円以下の過

料を科することができる。 

⑴ 第 5 条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕（法第 16

条の 2 第 3 項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を

除く。）又は撤去をした者 

⑵ 正当な理由なく第 17 条第 2 項の規定によるメーターの設置、第 28 条

第 1 項の規定による使用水量の計量、第 36 条の規定による給水装置の

検査又は第 38 条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者 

⑶ 第 23 条第 1 項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者 

⑷ 第 27 条の料金、第 32 条の加入金又は第 33 条の手数料の徴収を免れ

ようとして、詐欺その他不正の行為をした者 

（料金等を免れた者に対する過料） 

第 46 条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第 27 条の料金、第 32 条の

加入金又は第 33 条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額

の 5 倍に相当する金額（当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないとき

は、5 万円とする。）以下の過料を科することができる。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市簡易水道給水条例の廃止） 

2  浜田市簡易水道給水条例（平成 17 年浜田市条例第 242 号）は、廃止する。 

（浜田市簡易水道給水条例の廃止に伴う経過措置） 

3  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成 30 年 9 月 30

日までの間、前項の規定による廃止前の浜田市簡易水道給水条例（以下「廃
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止前簡易水道給水条例」という。）第 2 条に定める給水区域（以下「旧簡

易水道給水区域」という。）にあっては、この条例による改正後の浜田市

水道給水条例（以下「改正後水道給水条例」という。）第 27 条、第 32 条、

第 33 条、第 42 条及び第 43 条の規定は適用せず、廃止前簡易水道給水条

例第 7 条、第 26 条、第 31 条、第 32 条及び第 33 条の規定は、なおその効

力を有する。 

4  施行日の前日までに、廃止前簡易水道給水条例の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、改正後水道給水条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

5  旧簡易水道給水区域において施行日の前日までにした行為に対する罰則

の適用については、なお廃止前簡易水道給水条例の例による。 

（浜田市水道給水条例の全部改正に伴う経過措置） 

6  施行日から平成 30 年 9 月 30 日までの間、この条例による改正前の浜田

市水道給水条例（以下「改正前水道給水条例」という。）第 2 条に定める

給水区域（以下「旧水道給水区域」という。）にあっては、改正後水道給

水条例第 27 条、第 32 条、第 33 条、第 42 条及び第 43 条の規定は適用せ

ず、改正前水道給水条例第 10 条の 2、第 29 条、第 30 条、第 38 条及び第

46 条の規定は、なおその効力を有する。 

（料金の特例） 

7  平成 30 年 10 月 1 日から平成 32 年 9 月 30 日までの間、次の表の左欄に

掲げる場合における料金は、改正後水道給水条例第 27 条の規定にかかわ

らず、同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る額とする。この場合において、改正後水道給水条例第 38 条第 1 号、第

45 条第 4 号及び第 46 条中「第 27 条」とあるのは、「附則第 7 項」とする。 

   改正後水道給水条例第 27 条

の規定により算定した料金の

額（以下「新料金算定額」と

いう。）が、旧簡易水道給水区

域にあっては廃止前簡易水道

給水条例第 26 条の規定によ

り算定した料金及びメーター

使用料の合計額、旧水道給水

区域にあっては改正前水道給

平成 30 年 10 月 1 日

から平成 31 年 9 月

30 日までの間 

旧料金等算定額に、

新料金算定額と旧

料金等算定額との

差額を 3で除して得

た額（その額に 1 円

未満の端数が生じ

たときは、これを切

り捨てた額。以下

「激変緩和基礎額」
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水条例第 29 条の規定により

算定した料金及びメーター使

用料の合計額（以下これらを

「旧料金等算定額」という。）

を上回る場合 

という。）を加えた

額 

平成 31 年 10 月 1 日

から平成 32 年 9 月

30 日までの間 

旧料金等算定額に、

激変緩和基礎額に 2

を乗じて得た額を

加えた額 

新料金算定額が旧料金等算定

額を下回る場合 

平成 30 年 10 月 1 日

から平成 31 年 9 月

30 日までの間 

旧料金等算定額か

ら、激変緩和基礎額

を減じた額 

平成 31 年 10 月 1 日

から平成 32 年 9 月

30 日までの間 

旧料金等算定額か

ら、激変緩和基礎額

に 2を乗じて得た額

を減じた額 

8  前項の場合において、使用期間に次に掲げる日（以下「基準日」という。）

が含まれるときの当該使用期間の料金は、当該使用期間に係る使用水量を

各日均等に使用したものとみなし、基準日前の点検日の翌日から基準日前

まで及び基準日から基準日以後の点検日までの使用日数に応じて日割計

算により算定した額（その額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額）とする。 

⑴ 平成 30 年 10 月 1 日 

⑵ 平成 31 年 10 月 1 日 

⑶ 平成 32 年 10 月 1 日 

（浜田市附属機関設置条例の一部改正） 

9  浜田市附属機関設置条例（平成 17 年浜田市条例第 18 号）の一部を次の

ように改正する。 

別表市長の部浜田市簡易水道事業審議会の項を削る。 

（浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

10 浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 20 年浜田市条例第 37 号）の一部を次のように改正する。 

別表浜田市簡易水道事業審議会委員の項を削る。 

（浜田市特別会計条例の一部改正） 

11 浜田市特別会計条例（平成 17 年浜田市条例第 66 号）の一部を次のよう

に改正する。 
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第 1 条第 7 号を削る。 

（浜田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置） 

12 簡易水道事業特別会計の平成 29 年度分の収入及び支出並びに平成 29 年

度の決算に関しては、なお従前の例による。 

（浜田市公共下水道使用料条例の一部改正） 

13 浜田市公共下水道使用料条例（平成 17 年浜田市条例第 234 号）の一部を

次のように改正する。 

第 2 条第 3 号中「第 2 条第 7 号」を「第 2 条第 10 号」に改める。 

第 2 条第 4 号を次のように改める。 

⑷ 水道水 浜田市水道給水条例（平成 29 年浜田市条例第  号）の

規定により給水されるものをいう。 

第 3 条第 3 項中「又は浜田市簡易水道給水条例」及び「給水料金又は」

を削る。 

（浜田市集落排水処理施設使用料条例の一部改正） 

14 浜田市集落排水処理施設使用料条例（平成 17 年浜田市条例第 237 号）の

一部を次のように改正する。 

第 2 条各号列記以外の部分中「定義」を「意義」に改め、同条第 3 号を

次のように改める。 

⑶ 水道水 浜田市水道給水条例（平成 29 年浜田市条例第  号）の

規定により給水されるものをいう。 

第 3 条第 3 項中「又は浜田市簡易水道給水条例」及び「給水料金又は」

を削る。 

（浜田市個別浄化槽条例の一部改正） 

15 浜田市個別浄化槽条例（平成 17 年浜田市条例第 241 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 2 条第 1 項各号列記以外の部分中「定義」を「意義」に改め、同項第

5 号を次のように改める。 

⑸ 水道水 浜田市水道給水条例（平成 29 年浜田市条例第  号）の

規定により給水されるものをいう。 

第 2 条第 2 項中「定義」を「意義」に改める。 

第 14 条第 3 項中「又は浜田市簡易水道給水条例」及び「給水料金又は」

を削る。 

（浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

16 浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 
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第 2 条第 2 項を次のように改める。 

2  給水区域は、別表に定めるとおりとする。 

第 2 条第 3 項中「5 万人」を「5 万 5,180 人」に改め、同条第 4 項中「3

万 4,000 立方メートル」を「2 万 8,649.3 立方メートル」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第 2 条関係） 

給水区域 

外ノ浦町、松原町、殿町、田町、琵琶町、朝日町、牛市町、紺屋町、

天満町、新町、錦町、蛭子町、栄町、片庭町、港町、京町、高田町、

真光町、大辻町、瀬戸ヶ島町、元浜町、原町、清水町、瀬戸見町、生

湯町、長沢町、浅井町、黒川町、相生町、竹迫町、杉戸町、高佐町、

河内町、野原町、原井町、笠柄町、三階町、長見町、後野町、佐野町、

宇津井町、熱田町、長浜町、周布町、日脚町、治和町、津摩町、吉地

町、穂出町、西村町、折居町、鍋石町、櫟田原町、田橋町、横山町、

内村町、内田町、井野町、上府町、国分町、久代町、下府町、宇野町、

下有福町、大金町、金城町久佐の一部、金城町宇津井、金城町今福、

金城町追原の一部、金城町入野、金城町上来原、金城町下来原、金城

町七条、金城町波佐の一部、金城町長田、金城町小国の一部、旭町坂

本の一部、旭町今市、旭町丸原、旭町木田、旭町山ノ内、旭町和田、

旭町重富、旭町本郷、旭町都川の一部、旭町来尾、旭町市木、弥栄町

長安本郷、弥栄町三里の一部、弥栄町大坪、弥栄町稲代の一部、弥栄

町高内、弥栄町門田の一部、弥栄町小坂の一部、弥栄町栃木の一部、

弥栄町木都賀の一部、弥栄町野坂、三隅町岡見の一部、三隅町古市場、

三隅町湊浦、三隅町西河内、三隅町折居、三隅町東平原の一部、三隅

町三隅の一部、三隅町向野田の一部、三隅町河内、三隅町下古和、三

隅町上古和、三隅町井川、三隅町黒沢の一部、三隅町井野の一部、三

隅町室谷の一部、三隅町芦谷、江津市敬川町（大峠地区に限る。） 

（浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

17 浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例（平成 24 年浜田市条例第 52 号）の一部

を次のように改正する。 

第 3 条第 2 項を削る。 

第 4 条第 1 項第 1 号中「簡易水道以外の」を削り、同項第 2 号及び第 4
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号中「前条第 1 項第 1 号、第 3 号及び第 4 号」を「前条第 1 号、第 3 号及

び第 4 号」に、「同項第 1 号」を「同条第 1 号」に、「同項第 3 号」を「同

条第 3 号」に、「同項第 4 号」を「同条第 4 号」に改め、同条第 2 項を削

る。  
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議案第 67 号 

 

弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例について 

 

弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

弥栄村定住化推進に関する条例（平成 3 年弥栄村条例第 9 号）の一部を次

のように改正する。 

別表定住化住宅の部弥栄町木都賀イ 821 番地 26 の項から弥栄町木都賀イ

631 番地 3 の項までを削る。 

附 則 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 68 号 

 

指定管理者の指定について（若生まなびや館） 

 

若生まなびや館の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方自

治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 若生まなびや館 

指定管理者 住 所：浜田市金城町波佐イ 998 番地 5  

名 称：若生まなびや館管理組合 

代表者：組合長 金 﨑 和 人 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 69 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市室内プール） 

 

浜田市室内プールの管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市室内プール 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 70 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市金城総合運動公園） 

 

浜田市金城総合運動公園の管理について、指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市金城総合運動公園 

指定管理者 住 所：浜田市港町 299 番地 17 

名 称：共同事業体浜田Ｂ＆Ｆ 

代表者：浜田ビルメンテナンス株式会社 

代表取締役 櫨 山 陽 介 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 71 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市今福スポーツ広場施設） 

 

浜田市今福スポーツ広場施設の管理について、指定管理者の指定をしたい

ので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市今福スポーツ広場施設 

指定管理者 住 所：浜田市港町 299 番地 17 

名 称：共同事業体浜田Ｂ＆Ｆ 

代表者：浜田ビルメンテナンス株式会社 

代表取締役 櫨 山 陽 介 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 72 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

 

浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理について、指定管理者の指定をした

いので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 73 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動

施設） 

 

浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設の管理について、指定管理者

の指定をしたいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 74 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市岡見スポーツセンター） 

 

浜田市岡見スポーツセンターの管理について、指定管理者の指定をしたい

ので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市岡見スポーツセンター 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 75 号 

 

指定管理者の指定について（ラ・ペアーレ浜田） 

 

ラ・ペアーレ浜田の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 ラ・ペアーレ浜田 

指定管理者 住 所：広島県広島市東区東蟹屋町 5 番 5 号 

名 称：シンコースポーツ中国株式会社 

代表者：代表取締役 石 崎 克 己 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 76 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市火葬場及び浜田市弥栄火葬場） 

 

浜田市火葬場及び浜田市弥栄火葬場の管理について、指定管理者の指定を

したいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市火葬場及び浜田市弥栄火葬場 

指定管理者 住 所：浜田市長浜町 1482 番地 

名 称：有限会社ライフサポート 

代表者：代表取締役 尾 崎  昭 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 77 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市旭火葬場） 

 

浜田市旭火葬場の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方自

治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市旭火葬場 

指定管理者 住 所：浜田市旭町市木 3552 番地 

名 称：有限会社旭運送 

代表者：代表取締役 德 川  博 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



45 

議案第 78 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅火葬場） 

 

浜田市三隅火葬場の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅火葬場 

指定管理者 住 所：浜田市三隅町向野田 458 番地 

名 称：合資会社三隅霊奉苑 

代表者：代表社員 細 川 美智夫 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



46 

議案第 79 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市都川交流促進施設） 

 

浜田市都川交流促進施設の管理について、指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市都川交流促進施設 

指定管理者 住 所：浜田市旭町都川 884 番地 

名 称：都川自治会 

代表者：会長 新 森 増 美 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



47 

議案第 80 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市天狗石農村公園） 

 

浜田市天狗石農村公園の管理について、指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市天狗石農村公園 

指定管理者 住 所：浜田市旭町市木 2919 番地 2 

名 称：市木自治会 

代表者：会長 柿 木 孝 雄 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



48 

議案第 81 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市農産物集出荷貯蔵施設） 

 

浜田市農産物集出荷貯蔵施設の管理について、指定管理者の指定をしたい

ので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市農産物集出荷貯蔵施設 

指定管理者 住 所：浜田市弥栄町稲代 95 番地 5 

名 称：弥栄村施設野菜組合 

代表者：組合長 串 﨑 昭 德 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



49 

議案第 82 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市地域資源循環活用施設） 

 

浜田市地域資源循環活用施設の管理について、指定管理者の指定をしたい

ので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市地域資源循環活用施設 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 3741 番地 

名 称：島根県農業協同組合いわみ中央地区本部 

代表者：地区本部長 井 上 宗 治 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



50 

議案第 83 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市国民宿舎千畳苑） 

 

浜田市国民宿舎千畳苑の管理について、指定管理者の指定をしたいので、

地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市国民宿舎千畳苑 

指定管理者 住 所：兵庫県洲本市海岸通一丁目 3 番 11 号 

名 称：株式会社かいげつ 

代表者：代表取締役 齋 藤 敦 夫 

指定の期間 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

 



51 

議案第 84 号 

 

財産の無償譲渡について 

 

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



52 

1  譲渡する財産 

浜田市やさかやすらぎの家 建物 

所 在 地  浜田市弥栄町木都賀イ 530 番地 1 

建築年度 平成 18 年度 

構 造 木造瓦葺 1 階建 

床 面 積  175.00 ㎡ 

2  物件評価額  7,703,767 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、建物の譲渡を受けた日から起算して 10 年を経

過する日までの間、当該建物を社会福祉施設以外の目的

に使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市弥栄町長安本郷 442 番地 2 

社会福祉法人弥栄福祉会 

理事長 石 橋 正 夫 

 

 



53 

議案第 85 号 

 

財産の減額譲渡について 

 

次のとおり財産を減額して譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



54 

1  譲渡する財産 

土地 

所 在 地  浜田市長浜町 1900 番 

地 目 宅地 

面 積 4,277.01 ㎡ 

2  物件評価額  38,760,000 円 

3  譲渡価格   19,380,000 円 

4  譲渡の条件  売買契約の締結の日から 10 年間は、社会福祉事業を営む

ための施設及びそれに付帯する施設のための用地として

使用すること。 

5  譲渡の相手方 浜田市長浜町 1900 番地 

社会福祉法人愛心会 

理事長 水 口 清 子 

 

 



55 

議案第 86 号 

 

弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第 3 条第 1 項の規定により、弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり策定することについて、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 



56 

総 合 整 備 計 画 書 

 

島根県浜田市弥栄町 弥畝辺地 

（辺地の人口 89人、面積 45.5㎢） 

 

1  辺地の現況 

⑴ 辺地を構成する町 

弥栄町木都賀、弥栄町田野原、弥栄町程原、弥栄町三里 

 

⑵ 地域の中心の位置 

浜田市弥栄町木都賀イ 1216番地 

 

⑶ 辺地度点数   135点 

 

2  公共的施設の整備を必要とする事情 

弥畝辺地は、中国山脈の麓に位置し、標高 400～600ｍの高地のため積雪が多い地

域である。この地域は、高齢化率が 65.2％と非常に高く、地域行事や地域活動の維

持も難しくなってきており、地域活性化に向けた周辺の集落とのつながりや、農林

業の活性化は重要な課題である。 

林道程原線は、田野原地域と程原地域を縦断し、弥栄町の中心部に向かう重要な

生活路線であるとともに、国有林「十文字山」に接続し、森林施業に重要な路線で

あるが、当該路線上の「どんびき橋」は昭和 45 年度に竣工した橋梁で老朽化が進

み、各所にひび割れが発生している。 

生活路線の安全性の確保と地域の林業振興を図るため「どんびき橋」の改良工事

を行う必要がある。 

 

3  公共的施設の整備計画 

平成 29年度から平成 30年度までの 2年間 

（単位：千円） 

区  分 
事 業 費 

財源内訳 
一般財源の内

辺地対策事業

債の予定額 施 設 名 事業主体 特定財源 一般財源 

林 道 浜田市 52,600 26,000 26,600 26,600 

 

 



57 

議案第 87 号 

 

美又辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第 3 条第 8 項の規定により、美又辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。 

 

平成 29 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 



58 

総 合 整 備 計 画 書 

 

島根県浜田市金城町  美又辺地 

（辺地の人口 266人、面積 17.6㎢） 

 

1  辺地の現況 

⑴ 辺地を構成する町 

金城町追原、金城町入野 

 

⑵ 地域の中心の位置 

浜田市金城町追原 218番地 3 

 

⑶ 辺地度点数   114点 

 

2  公共的施設の整備を必要とする事情 

美又辺地は、浜田市金城支所から東北へ約 10㎞に位置し、積雪が多く、江津市

と接する山と谷が複雑に入り組んだ地形にあることから山裾に 103世帯が点在す

る山間部の地域であり、高齢化率は 49.2％と高い状況にある。 

当辺地では、集落間をつなぐ道路や主要道路への連絡道路が未整備の箇所があ

ることから、地域住民の生活道路の幅員が狭く、通勤や通学などの日常生活をは

じめ、緊急時の車両の通行にも支障をきたしている状況にある。特に積雪時には、

地域住民の安全で安心な生活を送る権利が脅かされる状況にあることから、幹線

道路の整備が急務となっている。 

このため、当辺地における生活道路を確保することで、防災、救急対応の一層

の充実を図り、もって地域の活性化及び集落機能の維持を図るため、道路を中心

とした公共施設の整備を行う必要がある。 

 

3  公共的施設の整備計画 

平成 27 年度から平成 30年度まで 4年間 

（単位：千円） 

区  分 
事 業 費 

財源内訳 
一般財源の内

辺地対策事業

債の予定額 施 設 名 事業主体 特定財源 一般財源 

道 路 浜田市 

変更前 127,174 36,750 90,424 90,300 

変更後 157,174 36,750 120,424 120,300 
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